
                       
第 22号議案 

 

令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日 
総 務 課 
任 用 給 与 課 

 

 

 

東京都人事委員会規則等の一部改正について 

（人事管理関係・任用関係・給与関係） 

 

標記の件について、下記の人事委員会規則等を別添のとおり一部改正し、施行す

る。 

 

記 
 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

３ 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正につい

て 
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１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 
派遣先団体の追加を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

別 表 第 一 

（第２条関係） 

【派遣先団体の追加】 

 １ 別表第一（公益的法人） 

（１） 一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京 

（２） 一般財団法人東京2025世界陸上財団 

（３） 一般社団法人東京国際金融機構 

（４） 公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター 

 
 
 

団体名 一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

都民及び事業者があらゆる活動において、デジタル技術

の便益を享受できる社会が実現されるよう、デジタル技術

を活用した公共サービスの推進について、都民等の利便性

の向上、地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化並び

に社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって生活の向上

や首都東京の発展に寄与し、ひいては、日本のデジタル社会

の形成に寄与することを目的として設立される法人であ

る。 

＜都事業との関連性＞ 

デジタル技術を活用した公共サービスの推進について、

都民等の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の簡素化

及び効率化などに取り組み、区市町村を含めたオール東京

でのサービス向上を目指して事業を実施していくものであ

り、その実現のために、「都庁の内部と外部２つの力の結合

で政策のイノベーションを生み出す」という方針であるこ

とから、都が進める事業と不可分の関係にあり、密接な関連

を有する。 

＜職員派遣の必要性＞ 

東京全体のDXの推進強化は、『「未来の東京」戦略』にも

掲げられた都の重要施策であり、デジタル政策との一体性

確保が必要である。事業を進めるにあたっては都との情報

共有や連絡調整が求められるため、人的援助を行う必要が

ある。 

都出資比率 100％  

2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 一般財団法人東京2025世界陸上財団 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

2025年に開催される第20回世界陸上競技選手権大会の

開催地が東京に決定したことに伴い、設立される法人であ

る。 

＜都事業との関連性＞ 

大会の開催は、東京のスポーツ振興及び都市のプレゼン

ス向上、賑わい創出に資すると期待され、都が「『未来の東

京』戦略」で掲げている、スポーツが日常に溶け込んでいる

「スポーツフィールド東京」の実現に資するものであるこ

とから、当財団で実施する事業は、都の政策目的に合致し、

都事業と密接な関連を有している。 

＜職員派遣の必要性＞ 

当財団は、競技、会場施設の確保・環境整備、大会関係者

の輸送・交通・セキュリティ・医療サービス、財政・マーケ

ティング、広報、式典等といった、多岐にわたる事業の円滑

な準備・運営のため、生活文化スポーツ局をはじめ、都庁各

局を含む各関係機関との連絡、調整が求められることから、

人的援助を行う必要がある。 

都出資比率 －  

団体名 一般社団法人東京国際金融機構 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 東京の金融市場としての魅力を高め、世界トップクラス

の国際金融都市とするプロモーション活動を行うために設

立された。 

＜都事業との関連性＞ 

当法人は、東京を世界トップクラスの国際金融都市とす

る、都の政策の実現に向けた重要なパートナーであること

から、都と密接な関連性を有する。 

＜職員派遣の必要性＞ 

 海外諸都市が海外プロモーションを再開する中、当法人

には、熾烈な都市間競争に打ち勝つための戦略的な情報発

信等、各種取組を効果的に実現させることが求められてい

る。このため、都がこれまで培った行政的知見を活かし、当

団体の金融プロモーション、金融関連業界の意見の抽出な

どの知見・ノウハウを一層強化するため、人的援助を行う必

要がある。 

都出資比率 －  
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団体名 公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

東京都における生活衛生関係営業の経営の健全化及び振

興を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて、利用

者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として設立さ

れた。 

・根拠規定 

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

第57条の3 

＜都事業との関連性＞ 

環境衛生関係施設の衛生確保施策を推進していくにあた

り、衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化につ

いての相談及び指導などを行う当該団体と都の連携は不可

欠であり、密接な関連を有する。 

＜職員派遣の必要性＞ 

都の施策を着実に実施していくためには、都職員の知識・

経験等を当該団体職員に伝え、都職員と団体職員が一体と

なって事業を進めていくことが欠かせないことから、人的

援助を行う必要がある。 

都出資比率 34.0％  
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別 表 第 二 

（第10条関係） 

 

【派遣先団体の追加】 

 ２ 別表第二（営利法人） 

 （１） 株式会社セントラルプラザ 

 （２） 株式会社東京交通会館 

 （３） 水道マッピングシステム株式会社 

 （４） 東京食肉市場株式会社 

 （５） 東京地下鉄株式会社 

（６） 東京都競馬株式会社 

（７） 八丈島空港ターミナルビル株式会社 

 

 

団体名 株式会社セントラルプラザ 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 飯田橋地区市街地再開発事業によって建設されたセント

ラルプラザビル（住宅棟・事務棟・商店街が一体となった複

合用途型の区分所有建物）の管理者として、管理運営を行う

ために設立された。 

＜都事業との関連性＞ 

 都は、セントラルプラザビルを区分所有（飯田橋庁舎。

8,090㎡）しており、当ビルには東京都心身障害者福祉セン

ターや東京都消費生活総合センターなど、都の事業所が入

居し、多くの都民が支援・相談窓口として利用している。 

＜職員派遣の必要性＞ 

 多くの都民が利用する複合的施設をより適切かつ効率的

に運営するためには、都が持つ行政的知見が求められるこ

とから、当法人に人的援助を行う必要がある。 

都出資比率 31.0％  

団体名 株式会社東京交通会館 

申請者 東京都交通局長 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 都市計画決定による有楽町駅付近再開発により、交通局

庁舎を含めた東京交通会館ビルを建築するために設立され

た。 

＜都事業との関連性＞ 

東京交通会館は、防災上及び都市の美観上の観点から、有

楽町駅前の整備を目的に建設されたものであり、有楽町駅

周辺の振興、活性化に寄与している。当法人が所有する交通

会館一之江ビル、交通会館瑞江ビル及び交通会館篠崎ビル

は、都営地下鉄新宿線の延伸に伴い、駅周辺のまちづくりの

推進と地下鉄利用者の利便性の確保、乗客増加対策を目的

に建設されたものであり、都の事業と沿線地域の発展に寄

与している。 

＜職員派遣の必要性＞ 

地域振興、活性化を円滑に進めていくため、都が持つ行政

的知見・ノウハウが求められることから、当法人に対し人的

援助を行う必要がある。 

都出資比率 49.9％ 
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団体名 水道マッピングシステム株式会社 

申請者 東京都水道局長 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 東京都水道局が保有する膨大な水道施設・設備の効率的

な維持・管理に向け、水道管路図面等をデジタル管理するコ

ンピュータ・マッピングシステムの開発・保守運用を行うた

めに設立された。 

＜都事業との関連性＞ 

東京都水道局の業務に合わせて開発した水道マッピング

システムで管理される情報は、水道施設の工事や管路の維

持管理などに不可欠であり、都の水道事業の根幹を支える

ものである。 

＜職員派遣の必要性＞ 

都の水道事業の根幹を支える当法人に対し、実務経験を

積んだ局職員を派遣し、データの管理や更新、分析において

利便性の高いシステムへとブラッシュアップさせること

で、水道事業の効率的かつ着実な推進に繋がるため、人的援

助を行う必要がある。 

都出資比率 7.0％ 

団体名 東京食肉市場株式会社 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 都民に対する食肉の安定供給と公正な取引価格の形成、

食肉流通の合理化を図ることなどを目的として、設立され

た。 

＜都事業との関連性＞ 

当法人は東京都中央卸売市場食肉市場において、唯一の

卸売業者として、都民に対する食肉の安定供給を担い、生鮮

食料品等の円滑な供給と消費生活の安定を目的とする中央

卸売市場の事業と不可分の関係にある。 

＜職員派遣の必要性＞ 

都民に対する食肉の安定供給をより確かなものとするた

めには、市場の管理・運営を行っている都との緊密な連携が

重要となる。市場の管理・運営のノウハウを有する都職員を

派遣することで、連携の取れた事業展開が可能となるため、

人的援助を行う必要がある。 

都出資比率 50.0％ 
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団体名 東京地下鉄株式会社 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 首都圏の鉄道ネットワークの中核を担う交通事業者とし

て発足し、グループ理念に「東京を走らせる力」を掲げ、東

京都区部を中心に、９路線約195㎞、180駅の地下鉄を運営

（うち７路線で他社と相互直通運転を実施）している。 

＜都事業との関連性＞ 

首都圏の鉄道ネットワークの中核を担う交通事業者であ

り、東京の都市機能と国際競争力を高める陸海空の都市基

盤整備の促進、交通ネットワーク全体の拡充を図る東京都

の施策の一翼を支える団体である。また、ホームドアやエレ

ベーターの整備等鉄道駅のバリアフリー化や地下駅の浸水

対策等も進めており、都が進めるまちづくりの様々な分野

で貢献している。 

＜職員派遣の必要性＞ 

  当法人が上記の事業等を今後一層推進するためには、手

続き及び事業実施の点から、事業説明会の実施経験や、住民

対応、国交省等の関係機関との調整経験や、行政手続の知識

が求められることから、人的援助を行う必要がある。 

都出資比率 46.6％ 

団体名 東京都競馬株式会社 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 都は、戦災復興財源確保を目的に、競馬事業の実施と、そ

の円滑な運営を図るため競馬場施設の建設と保守・運営等

を行うため、当法人を設立した。当法人は、公営競技の施設

会社として、大井競馬場の賃貸、オートレース場の賃貸等の

事業を実施している。 

＜都事業との関連性＞ 

保育所用地の提供、避難場所・災害備蓄品の整備、環境負

荷低減、脱炭素社会実現への貢献など、公共的活動を推進し

都施策に積極的に貢献している。 

＜職員派遣の必要性＞ 

当法人は、地方公共団体が実施する公営競技に要する施

設を賃貸することを主な事業としており、高い公共性を有

するほか、多岐にわたる公益的事業及び地域貢献活動を行

っている。これらの事業を適切かつ効率的に推進していく

ためには、都が持つ各種政策実現のノウハウや行政的知見

が求められることから、当法人に人的援助を行うことが必

要である。 

都出資比率 27.8％ 
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団体名 八丈島空港ターミナルビル株式会社 

申請者 東京都知事 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

＜設立経緯＞ 

 八丈島空港は、東京の南方海上約290㎞に位置する八丈町

にあり、地理的に事業者の参入機会が限定される施設とな

っている。八丈島と本土を結ぶ空港としての機能を損なわ

ず適切に施設を管理することを目的として、八丈島空港タ

ーミナルビル株式会社が設立された。 

＜都事業との関連性＞ 

八丈島空港の安全及び維持の管理に十分な実績と空港管

理・運用業務の実績があり、空港設置者である都と協力し航

空事業者等との利用調整等を行っている。 

＜職員派遣の必要性＞ 

  空港の適切な維持管理や、島の玄関口ともいえる空港で

の島の賑わい創出などの離島振興策を推進するにあたり、

都と当法人とが一体となり事業運営に更に力を発揮してい

くため、執行体制の強化に向けて人的援助を行う必要があ

る。 

都出資比率 53.0％ 
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【参考】 

 

(財団法人等） 

〇公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下「法」と

いう。）（抄） 

（職員の派遣） 

第二条 任命権者（地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委

任を受けた者をいう。以下同じ。）は、次に掲げる団体のうち、その業務の全

部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもの

であり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行

うことが必要であるものとして条例で定めるもの（以下この項及び第三項に

おいて「公益的法人等」という。）との間の取決めに基づき、当該公益的法人

等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところによ

り、職員（条例で定める職員を除く。）を派遣することができる。 

一 一般社団法人又は一般財団法人 

二 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第八条第一項第 五

号に規定する一般地方独立行政法人 

三 特別の法律により設立された法人（前号に掲げるもの及び営利を目的と

するものを除く。）で政令で定めるもの 

 四 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十三条の三第一項

に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの 

〇公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例（以下「条例」という。）

（抄） 

 (職員の派遣) 

第二条 任命権者は、次項に定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の

業務にその役職員として専ら従事させるため職員を派遣することができる。 

２ 法第二条第一項に規定する条例で定めるものは、次の各号のいずれかに該

当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。 

一 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、

又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体 

二 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

三 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業

に参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの 

 

（営利法人） 

〇法 

（特定法人の業務に従事するために退職した者の採用） 

第十条 任命権者と特定法人（当該地方公共団体が出資している株式会社のう

ち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の

増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を

有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人

的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同

じ。）との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の

業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員（条例で定める職員

を除く。）が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当

該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した

場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例

で定める場合には、地方公務員法第十六条各号（第二号を除く。）のいずれ

かに該当する場合（同条の条例で定める場合を除く。）その他条例で定める

場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る

任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員

として採用するものとする。 

〇条例 

  (法第十条第一項に規定する条例で定める法人) 

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社は、次の各号のいず

れかに該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。 

9



一 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、

又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体 

二 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

三 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業

に参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの 

施 行 期 日 

附 則 

令和５年７月５日 

ただし、別表第一に「一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京」の追加する改正

は、令和５年７月24日から施行する。 

 

 

  

10



 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

上記１の規則改正による団体追加等を踏まえ、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

別  表  第  一 

別  表  第  二 

（第９条関係） 

【都の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う団体の追加に伴う規定整

備】 

１ 別表第一（公益的法人） 

（１） 一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京 

（２） 一般財団法人東京2025世界陸上財団 

（３） 一般社団法人東京国際金融機構 

（４） 公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター 

 

２ 別表第二（営利法人） 

（１） 株式会社セントラルプラザ 

 （２） 株式会社東京交通会館 

 （３） 水道マッピングシステム株式会社 

 （４） 東京食肉市場株式会社 

 （５） 東京地下鉄株式会社 

（６） 東京都競馬株式会社 

（７） 八丈島空港ターミナルビル株式会社 

施 行 期 日 

附則 

令和５年７月５日 

ただし、別表第一「一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京」の追加は、令和５年

７月24日から施行する。 
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３ 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正につ

いて 

派遣の実施に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

昇格時職務区分別
号給表関係（第２
０条関係） 

第２項第２号 

【派遣の実施に伴う規定整備】 

初任給規則に規定する「派遣条例第２条の規定に基づく派遣」に該当する

派遣先団体として、「一般財団法人東京2025世界陸上財団」を追加 

適 用 年 月 日 令和５年７月10日 
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～ 目 次 ～ 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則（２頁） 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則（５頁） 

３ 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正について（８頁） 

 

規 則 等 改 正 案 文 一 覧 

別添 

1



公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

五

年

七

月

五

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

三

号

 

公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

公

益

的

法

人

等

へ

の

東

京

都

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

四

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

 

「

一

般

財

団

法

人

救

急

振

興

財

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

Ｇ

ｏ

ｖ

Ｔ

ｅ

ｃ

ｈ

東

京

 

一

般

財

団

法

人

救

急

振

興

財

団

 

 

」

 

に

、

 

「

一

般

財

団

法

人

東

京

都

人

材

支

援

事

業

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

東

京

都

人

材

支

援

事

 

一

般

財

団

法

人

東

京

２

０

２

５

世

界

 

業

団

 

陸

上

財

団

 

 

」

 

に

、

「

一

般

財

団

法

人

み

な

と

総

合

研

究

財

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

み

な

と

総

合

 

一

般

社

団

法

人

東

京

国

際

金

 

研

究

財

団

 

融

機

構

 

 

」

 

に

、

「

公

益

財

団

法

人

東

京

都

ス

ポ

ー

ツ

文

化

事

業

団

」

を

 

「

 

 

公

益

財

団

法

人

東

京

 

公

益

財

団

法

人

東

京
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都

ス

ポ

ー

ツ

文

化

事

業

団

 

都

生

活

衛

生

営

業

指

導

セ

ン

タ

ー

  

」

 

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

中
 

「

株

式

会

社

建

設

資

源

広

域

利

用

セ

ン

タ

ー

」

を

 

「

 

 

株

式

会

社

建

設

資

源

広

域

利

用

 

株

式

会

社

セ

ン

ト

ラ

ル

プ

ラ

ザ

 

セ

ン

タ

ー

 

 

 

」

 

に

、

「

株

式

会

社

東

京

き

ら

ぼ

し

フ

ィ

ナ

ン

シ

ャ

ル

グ

ル

ー

プ

」

を

 

「

 

 

株

式

会

社

東

京

 

株

式

会

社

東

京

 

き

ら

ぼ

し

フ

ィ

ナ

ン

シ

ャ

ル

グ

ル

ー

プ

 

交

通

会

館

 

 

」

 

に

、

「

首

都

高

速

道

路

株

式

会

社

」

を

 

「

 

 

首

都

高

速

道

路

 

水

道

マ

ッ

ピ

ン

 

株

式

会

社

 

グ

シ

ス

テ

ム

株

式

会

社

 

 

」

 

に

、

 

「

 

 

東

京

港

埠

頭

株

式

会

社

 

東

京

水

道

株

式

会

社

 

 

」

 

を

 

「

 

    

東

京

港

埠

頭

株

式

会

社

 

東

京

食

肉

市

場

株

式

会

社

 

東

京

水

道

株

式

会

社

 

東

京

地

下

鉄

株

式

会

社

 

東

京

都

競

馬

株

式

会

社
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」

 

に

、

 
「

日

本

自

動

車

タ

ー

ミ

ナ

ル

株

式

会

社

」

を

 

「

 

 

日

本

自

動

車

タ

―

ミ

ナ

ル

株

式

会

社

 

八

丈

島

空

港

タ

―

ミ

ナ

ル

ビ

ル

株

式

会

社

 

 

」

 

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

の

改

正

規

定

（

「

一

般

財

団

法

人

 

救

急

振

興

財

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

Ｇ

ｏ

ｖ

Ｔ

ｅ

ｃ

ｈ

東

京

 

一

般

財

団

法

人

救

急

振

興

財

団

 

 

」

 

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

は

、

 

令

和

五

年

七

月

二

十

四

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

五

年

七

月

五

日

 

東

京

都

人

事

委

員

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

二

号

 

東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

職

員

の

退

職

管

理

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

 

「

一

般

財

団

法

人

救

急

振

興

財

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

Ｇ

ｏ

ｖ

Ｔ

ｅ

ｃ

ｈ

東

京

 

一

般

財

団

法

人

救

急

振

興

財

団

 

 

」

 

に

、

 

「

一

般

財

団

法

人

東

京

都

人

材

支

援

事

業

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

東

京

都

人

材

支

援

事

 

一

般

財

団

法

人

東

京

２

０

２

５

世

界

 

業

団

 

陸

上

財

団

 

 

」

 

に

、

「

一

般

財

団

法

人

み

な

と

総

合

研

究

財

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

み

な

と

総

合

 

一

般

社

団

法

人

東

京

国

際

金

 

研

究

財

団

 

融

機

構

 

 

」

 

に

、

「

公

益

財

団

法

人

東

京

都

ス

ポ

ー

ツ

文

化

事

業

団

」

を

 

「
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財

団
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京
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財

団

法

人

東

京
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都

ス

ポ

ー

ツ

文

化

事

業

団

 

都

生

活

衛

生

営

業

指

導

セ

ン

タ

ー

  

」

 

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

中
 

「

株

式

会

社

建

設

資

源

広

域

利

用

セ

ン

タ

ー

」

を

 

「

 

 

株

式
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社
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設

資
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広

域
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用
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社
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ル
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ー

 

 

 

」

 

に

、

「

株

式

会

社

東

京

き

ら

ぼ

し

フ
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ナ

ン

シ
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ル
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ー

プ

」

を
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株
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社

東

京

 

株

式
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社

東

京

 

き

ら

ぼ

し

フ

ィ

ナ

ン

シ

ャ

ル

グ

ル

ー

プ

 

交

通

会

館

 

 

」

 

に

、

「

首

都

高

速

道

路

株

式

会

社

」

を

 

「

 

 

首

都

高

速

道

路

 

水

道

マ

ッ

ピ

ン

 

株

式

会

社

 

グ

シ

ス

テ

ム

株

式

会

社

 

 

」

 

に

、

 

「

 

 

東

京

港

埠

頭
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式

会

社

 

東

京

水

道

株

式

会

社

 

 

」
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東

京
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場

株
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京

水
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社

 

東

京

地

下

鉄

株

式

会

社

 

東

京

都

競

馬

株

式

会

社
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」

 

に

、

 
「

日

本

自

動

車

タ

ー

ミ

ナ

ル

株

式

会

社

」

を

 

「

 

 

日

本

自

動

車

タ

―

ミ

ナ

ル

株

式

会

社

 

八

丈

島

空

港

タ

―

ミ

ナ

ル

ビ

ル

株

式

会

社

 

 

」

 

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

の

改

正

規

定

（

「

一

般

財

団

法

人

 

救

急

振

興

財

団

」

を

 

「

 

 

一

般

財

団

法

人

Ｇ

ｏ

ｖ

Ｔ

ｅ

ｃ

ｈ

東

京

 

一

般

財

団

法

人

救

急

振

興

財

団

 

 

」

 

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

は

、

 

令

和

五

年

七

月

二

十

四

日

か

ら

施

行

す

る

。
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５ 人 委 任 第 6 3 号  

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日  

 

各 任 命 権 者  殿  

 

東 京 都 人 事 委 員 会  

            委 員 長  青 山  佾  

 

「 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 に 関 す る 規 則 の 運  

用 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

「 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 に 関 す る 規 則 の 運 用 に つ い て  

（ 昭 和 5 0 年 1 2 月 2 5 日 付 5 0 人 委 第 1 2 0 0 号 ） 」 の 一 部 を 下 記 の

よ う に 改 正 し ま し た の で 、 令 和 ５ 年 ７ 月 1 0 日 以 降 こ れ に よ

り 実 施 し て く だ さ い 。  

 

記  

 

昇 格 時 職 務 区 分 別 号 給 表 関 係 （ 第 2 0 条 関 係 ） 第 ２ 項 第 ２

号 中 「 公 益 財 団 法 人 東 京 都 ス ポ ー ツ 文 化 事 業 団 」 を 「 一 般

財 団 法 人 東 京 2 0 2 5 世 界 陸 上 財 団 又 は 公 益 財 団 法 人 東 京 都 ス

ポ ー ツ 文 化 事 業 団 」 に 改 め る 。  
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～ 目 次 ～ 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則（２頁） 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則（４頁） 

３ 「初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について」の一部改正について（６頁） 

 

 

規 則 等 改 正 新 旧 対 照 表 

参考 

1



公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案 

現

行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一 

 

一
般
財
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｖ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
東
京 

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団 

一
般
財
団
法
人
公
園
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
東
京
都
営
交
通
協
力
会
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団 

一
般
財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団 

一
般
財
団
法
人
東
京
マ
ラ
ソ
ン
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
般
財
団
法
人
み
な
と
総
合
研
究
財
団 

一
般
社
団
法
人
東
京
国
際
金
融
機
構 

一
般
社
団
法
人
東
京
都
港
湾
振
興
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

 

 

株
式
会
社
建
設
資
源
広
域
利
用
セ
ン
タ
ー 

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ 

 

株
式
会
社
多
摩
テ
レ
ビ
及
び
株
式
会
社
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
セ
ン
タ
ー 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

株
式
会
社
東
京
き
ら
ぼ
し
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ 

株
式
会
社
東
京
交
通
会
館 

株
式
会
社
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一 

 

（
新
設
） 

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団 

一
般
財
団
法
人
公
園
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
東
京
都
営
交
通
協
力
会
ま
で 

（
略
） 

 

一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団 

（
新
設
） 

一
般
財
団
法
人
東
京
マ
ラ
ソ
ン
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
略
） 

一
般
財
団
法
人
み
な
と
総
合
研
究
財
団 

（
新
設
） 

一
般
社
団
法
人
東
京
都
港
湾
振
興
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
略
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団 

 

（
新
設
） 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
二 

 

 
株
式
会
社
建
設
資
源
広
域
利
用
セ
ン
タ
ー 

（
新
設
） 

 

株
式
会
社
多
摩
テ
レ
ビ
及
び
株
式
会
社
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

 

株
式
会
社
東
京
き
ら
ぼ
し
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ 

（
新
設
） 

株
式
会
社
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社
ま
で 

（
略
） 

 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 
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水
道
マ
ッ
ピ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社 

 

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
東
京
交
通
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社 

東
京
食
肉
市
場
株
式
会
社 

東
京
水
道
株
式
会
社 

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社 

東
京
都
競
馬
株
式
会
社 

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
か
ら
東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社 

（
現
行
の
と
お
り
） 

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社 

八
丈
島
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
株
式
会
社 

（
新
設
） 

 

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
東
京
交
通
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
ま
で 

（
略
） 

 

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社 

（
新
設
） 

東
京
水
道
株
式
会
社 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
か
ら
東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社 

（
略
） 

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社 

（
新
設
） 

3



東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案 

現

行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一 

 

一
般
財
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｖ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
東
京 

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団 

一
般
財
団
法
人
公
園
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
東
京
都
営
交
通
協
力
会
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団 

一
般
財
団
法
人
東
京
２
０
２
５
世
界
陸
上
財
団 

一
般
財
団
法
人
東
京
マ
ラ
ソ
ン
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
般
財
団
法
人
み
な
と
総
合
研
究
財
団 

一
般
社
団
法
人
東
京
国
際
金
融
機
構 

一
般
社
団
法
人
東
京
都
港
湾
振
興
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

 

 

株
式
会
社
建
設
資
源
広
域
利
用
セ
ン
タ
ー 

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ 

 

株
式
会
社
多
摩
テ
レ
ビ
及
び
株
式
会
社
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
セ
ン
タ
ー 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

株
式
会
社
東
京
き
ら
ぼ
し
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ 

株
式
会
社
東
京
交
通
会
館 

株
式
会
社
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一 

 

（
新
設
） 

一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団 

一
般
財
団
法
人
公
園
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
東
京
都
営
交
通
協
力
会
ま
で 

（
略
） 

 

一
般
財
団
法
人
東
京
都
人
材
支
援
事
業
団 

（
新
設
） 

一
般
財
団
法
人
東
京
マ
ラ
ソ
ン
財
団
か
ら
一
般
財
団
法
人
日
本
消
防
設
備
安
全
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
略
） 

一
般
財
団
法
人
み
な
と
総
合
研
究
財
団 

（
新
設
） 

一
般
社
団
法
人
東
京
都
港
湾
振
興
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
ま
で 

（
略
） 

 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業
団 

 

（
新
設
） 

公
益
財
団
法
人
東
京
都
体
育
協
会
か
ら
日
本
消
防
検
定
協
会
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
二 

 

 

株
式
会
社
建
設
資
源
広
域
利
用
セ
ン
タ
ー 

（
新
設
） 

 

株
式
会
社
多
摩
テ
レ
ビ
及
び
株
式
会
社
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

 

株
式
会
社
東
京
き
ら
ぼ
し
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ 

（
新
設
） 

株
式
会
社
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社
ま
で 

（
略
） 

 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 
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水
道
マ
ッ
ピ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社 

 

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
東
京
交
通
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社 

東
京
食
肉
市
場
株
式
会
社 

東
京
水
道
株
式
会
社 

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社 

東
京
都
競
馬
株
式
会
社 

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
か
ら
東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社 

（
現
行
の
と
お
り
） 

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社 

八
丈
島
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
株
式
会
社 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
新
設
） 

 

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
東
京
交
通
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
ま
で 

（
略
） 

 

東
京
港
埠
頭
株
式
会
社 

（
新
設
） 

東
京
水
道
株
式
会
社 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
か
ら
東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社 

（
略
） 

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社 

（
新
設
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で 

（
略
） 
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初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について（昭和50年12月25日付50人委第1200号）新旧対照表（抄） 

改    正    案 現         行 

第１条関係から経験年数換算表関係まで （現行のとおり） 第１条関係から経験年数換算表関係まで （略） 

昇格時職務区分別号給表関係（第20条関係） 昇格時職務区分別号給表関係（第20条関係） 

１ （現行のとおり） １ （略） 

２ （現行のとおり） 

⑴ （現行のとおり） 

⑵  生活文化スポーツ局局務担当部長  一般財団法人東京

2025世界陸上財団又は公益財団法人東京都スポーツ文化事

業団 

２ （略） 

⑴ （略） 

⑵  生活文化スポーツ局局務担当部長  公益財団法人東京都

スポーツ文化事業団 

３から10まで （現行のとおり） ３から10まで （略） 

別表第１から別表第３まで （現行のとおり） 別表第１から別表第３まで （略） 
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